
 

多久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

令和８年３月２３日  

 

多久市長 香  月  正  則    

 

多久市条例第３号 

 

   多久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 

 多久市国民健康保険税条例（昭和２９年多久市条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第２条第１項第１号中「及び」を「、」に改め、「介護納付金」という。）」

の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による

子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」

という。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

 (４) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康

保険事業費納付金の納付に要する費用（佐賀県の国民健康保険に関する

特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費

用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をい

う。以下同じ。） 

 第２条第３項中「属する」の次に「国民健康保険の」を加え、同条に次の１

項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算

定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当

該世帯に属する１８歳以上被保険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。

以下「法」という。）第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険



 

者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算

した額とする。 

 第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」

を「法」に、「１００分の１０．９４」を「１００分の１０．１９」に改める。  

 第４条中「２９，８００円」を「３０，５００円」に改める。  

 第５条第１号中「第７条の２」の次に「、第９条の６」を加え、「３２，２

００円」を「３２，８００円」に改め、同条第２号中「１６，１００円」を「１

６，４００円」に改め、同条第３号中「２４，１５０円」を「２４，６００円」

に改める。 

 第６条中「１００分の３．４０」を「１００分の３．０６」に改める。  

 第７条中「９，１００円」を「９，２００円」に改める。  

 第７条の２第１号中「９，１００円」を「９，２００円」に改め、同条第２

号中「４，５５０円」を「４，６００円」に改め、同条第３号中「６，８２５

円」を「６，９００円」に改める。 

 第８条中「１００分の２．５９」を「１００分の２．３４」に改める。  

 第９条中「１２，１００円」を「１１，４００円」に改める。  

 第９条の２中「５，３００円」を「５，１００円」に改め、同条の次に次の

４条を加える。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割

額） 

第９条の３ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００

分の０．２８を乗じて算定する。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額） 

第９条の４ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，

０００円とする。 

 （１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額） 

第９条の５ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保



 

険者１人について１００円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別

平等割額） 

第９条の６ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 (１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ７００円 

 (２) 特定世帯 ３５０円 

 (３) 特定継続世帯 ５２５円 

 第２１条各号列記以外の部分中「並びに」を「、」に改め、「には、１７万

円）」の次に「並びに同条第５項本文の子ども・子育て支援納付金課税額から

キ及びクに掲げる額を減額して得た額」を加え、同条第１号ア中「２０，８６

０円」を「２１，３５０円」に改め、同号イ (ア)中「２２，５４０円」を「２

２，９６０円」に改め、同号イ (イ)中「１１，２７０円」を「１１，４８０円」

に改め、同号イ(ウ)中「１６，９０５円」を「１７，２２０円」に改め、同号

ウ中「６，３７０円」を「６，４４０円」に改め、同号エ(ア)中「６，３７０

円」を「６，４４０円」に改め、同号エ(イ)中「３，１８５円」を「３，２２

０円」に改め、同号エ(ウ)中「４，７７８円」を「４，８３０円」に改め、同

号オ中「８，４７０円」を「７，９８０円」に改め、同号カ中「３，７１０円」

を「３，５７０円」に改め、同号に次のように加える。 

  キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について７００円 

  ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額  

  (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ４９０円 

  (イ) 特定世帯 ２４５円 

  (ウ) 特定継続世帯 ３６８円 

 第２１条第２号ア中「１４，９００円」を「１５，２５０円」に改め、同号

イ(ア)中「１６，１００円」を「１６，４００円」に改め、同号イ (イ)中「８，



 

０５０円」を「８，２００円」に改め、同号イ (ウ)中「１２，０７５円」を「１

２，３００円」に改め、同号ウ中「４，５５０円」を「４，６００円」に改め、

同号エ(ア)中「４，５５０円」を「４，６００円」に改め、同号エ (イ)中「２，

２７５円」を「２，３００円」に改め、同号エ (ウ)中「３，４１３円」を「３，

４５０円」に改め、同号オ中「６，０５０円」を「５，７００円」に改め、同

号カ中「２，６５０円」を「２，５５０円」に改め、同号に次のように加える。  

  キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について５００円 

  ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額  

  (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ３５０円 

  (イ) 特定世帯 １７５円 

  (ウ) 特定継続世帯 ２６３円 

 第２１条第３号ア中「５，９６０円」を「６，１００円」に改め、同号イ (ア)

中「６，４４０円」を「６，５６０円」に改め、同号イ (イ)中「３，２２０円」

を「３，２８０円」に改め、同号イ (ウ)中「４，８３０円」を「４，９２０円」

に改め、同号ウ中「１，８２０円」を「１，８４０円」に改め、同号エ(ア)中

「１，８２０円」を「１，８４０円」に改め、同号エ (イ)中「９１０円」を「９

２０円」に改め、同号エ(ウ)中「１，３６５円」を「１，３８０円」に改め、

同号オ中「２，４２０円」を「２，２８０円」に改め、同号カ中「１，０６０

円」を「１，０２０円」に改め、同号に次のように加える。 

  キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について２００円 

  ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額  

  (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  １４０円 

  (イ) 特定世帯 ７０円 



 

  (ウ) 特定継続世帯 １０５円 

 第２１条の３第１号ア中「４，４７０円」を「４，５７５円」に改め、同号

イ中「７，４５０円」を「７，６２５円」に改め、同号ウ中「１１，９２０円」

を「１２，２００円」に改め、同号エ中「１４，９００円」を「１５，２５０

円」に改め、同条第２号ア中「１，３６５円」を「１，３８０円」に改め、同

号イ中「２，２７５円」を「２，３００円」に改め、同号ウ中「３，６４０円」

を「３，６８０円」に改め、同号エ中「４，５５０円」を「４，６００円」に

改め、同条に次の１号を加える。 

 (３) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人

について次に定める額 

  ア 第２１条第１号キに規定する金額を減額した世帯  １５０円 

  イ 第２１条第２号キに規定する金額を減額した世帯  ２５０円 

  ウ 第２１条第３号キに規定する金額を減額した世帯  ４００円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯  ５００円 

 第２１条の４に次の２号を加える。 

 (７) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の所得割額 当該出産被保険者につき第９条の３の規定により算定した

所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 (８) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額

の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第９条の４の規定により

算定した被保険者均等割額（第２１条に規定する金額を減額するものと

した場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の

額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額 

 

   附 則 

 （施行期日） 



 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

（適用区分） 

２ この条例による改正後の多久市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。 


